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○ 狩猟免許講習会への参加
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○ 犬を活用した追い払いの
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【狩猟免許の取得促進】
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○ 多獣種柵をはじめとする
革新的被害防止技術の導入

○ 鳥獣の生息状況調査

【犬を活用した追い払い】

捕獲技術向上
のための施設整備

増えそう

１市町村当たり
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《《事業の要件事業の要件》》

実施主体：実施主体は、市町村、農林漁業団体、狩猟者団体などで構成される地域協議会等であることが必要です。

被害防止計画：市町村において、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成する必要があります。



鳥獣害防止総合対策事業では、ハード事業として鳥獣害防止総合対策事業では、ハード事業として
次のような取組も支援しています。次のような取組も支援しています。

鳥獣被害から鳥獣被害から

あなたの農地あなたの農地を守りますを守ります〈メニュー〉
○ 侵入防止柵の設置
○ 捕獲鳥獣の肉を活用する処理加工施設の整備

【防護柵の設置】

○ 費用の１／２（※）を国が負担します。
※ 沖縄県は２／３、５法指定地域は５５／１００以内です。

○ 地域協議会及び、その構成員である（市町村、ＪＡ等）も単独で、
実施主体になれます。

鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成している場合は、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成している場合は、

特別交付税措置特別交付税措置（交付率（交付率5050％％→→8080％に拡充）％に拡充）が受けられます。が受けられます。

～経済危機対策による補正予算でご利用いただける事業地区が拡充されます～

平成２１年４月

補助事業

１０％
実質的な市町村負担分＝１０万円

市町村負担は市町村負担は市町村負担は市町村負担は

費用総額１００万円で侵入
防止柵を設置する場合

費用総額１００万円で侵入
防止柵を設置する場合

特別交付税措置

４０％
＝４０万円

（市町村が負担し
た額の８０％）

５０％
＝５０万円

市町村負担は市町村負担は

１割１割

市町村負担は市町村負担は

１割１割

※補助額以外をすべて市町村が負担した場合

◆鳥獣被害防止総合対策事業についてご不明な点がございましたら、
お近くの地方農政局等までご相談ください。

・東北農政局生産経営流通部農産課 ０２２－２６３－１１１１
・関東農政局生産経営流通部農産課 ０４８－６００－０６００
・北陸農政局生産経営流通部農産課 ０７６－２６３－２１６１
・東海農政局生産経営流通部農産課 ０５２－２０１－７２７１
・近畿農政局生産経営流通部農産課 ０７５－４５１－９１６１
・中国四国農政局生産経営流通部農産課 ０８６－２２４－４５１１
・九州農政局生産経営流通部農産課 ０９６－３５３－３５６１
・沖縄総合事務局農林水産部農畜産振興課 ０９８－８６６－００３１
・農林水産省生産局農業生産支援課 ０３－３５９１－４９５８
鳥獣被害対策室

平成21年5月7日


